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令和５年度概算要求等における内閣府防災の重点事項 
（予算要求、機構・定員要求） 

＜防災対策の推進＞ 

近年、激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、これまで得ら

れた教訓を踏まえ、以下の事項に重点的に取り組む。 

Ⅰ 避難対策の強化 

＜予算要求＞ 

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震における積雪寒冷を踏まえた

対策の強化（調査検討、知見の横展開）   【50 百万円(新規)】 

・首都圏等における大規模水害時の住民避難等に関する検討

（避難手段及び避難情報の伝達方法の検討等）

【66 百万円(66 百万円)】 

Ⅱ デジタル・防災技術の活用促進 

＜予算要求＞ 

・新総合防災情報システムの構築（次期システム運用開始に向けた

開発等） 【262 百万円(262 百万円)】 

Ⅲ 防災教育の推進及び防災ボランティアとの連携 

＜予算要求＞ 

・未就学児に対する防災教育の好事例の収集【25 百万円(新規)】

・防災ボランティアがスキルアップできる研修の企画・実施

【42 百万円(14 百万円)】 

Ⅳ 被災者支援の充実・強化 

＜予算要求＞ 

・災害ケースマネジメントの取組の促進（研修の実施等）

【30 百万円(新規)】 

・官民連携による被災者支援体制整備（NPO 法人等の支援等）

【50 百万円(新規)】 

＜機構・定員要求＞ 

被災者支援に関する官民連携推進体制の整備等の観点から、 

人員・組織を拡充 
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東日本大震災の教訓等を踏まえ、甚大かつ広域な被害を及ぼすおそれがある大規模地震について、総合的な防災
対策を検討するための基礎調査として、規模と頻度を勘案して喫緊に対策を講ずべき最大クラスの地震動・津波の推定
及びその被害想定、さらには対策の検討等を行う。令和５年度の事業概要は、以下のとおり。
○日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の対策について、残された課題について検討を行うとともに、多くの自治体に
共通する積雪寒冷地域特有の課題の明確化及びその解決につながる知見の横展開を行う。

○南海トラフ巨大地震対策について、国の基本計画のフォローアップのため、被害想定の推計を実施し、今後取り組む
べき防災・減災対策を検討する。

○首都直下地震対策について、被害想定の試算を実施し、対策の検討や課題の洗い出しを行う。
〇中部圏・近畿圏直下地震の防災対策の検討に向け、最新の知見を踏まえた地震モデルの検討を実施する。
○首都直下地震等の大規模地震における帰宅困難者等対策の実効性を向上するため、一斉帰宅抑制の基本原則
を維持しつつ、被害状況等に応じた柔軟な対応方策を検討する。

地震対策の推進

５年度概算要求額 ２８１百万円（２２８百万円）

＜うち重要政策推進枠６５百万円＞

事業概要・目的

〇 甚大かつ広域な被害を及ぼすおそれがある日本海溝・千島海溝及び南海トラフ沿いの巨大地震や首都
直下地震、中部圏・近畿圏直下地震に対して、震度分布の推計や被害の想定、防災対策の検討を実
施することで、これらの大規模地震に備えた防災対策を推進し、被害の軽減を図る。

期待される効果

日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの津波断層モデル
（断層のすべり量分布 左：三陸・日高沖モデル、右：十勝・根室沖モデル）

事業イメージ・具体例

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

首都直下地震

南海トラフ巨大地震

中部圏・近畿圏直下地震

「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキン
ググループ」の報告を踏まえ、長周期地震動の影響の検討等、
残された課題の検討を行う。
自治体と共同で積雪寒冷地域特有の防災対策に係る課
題の調査検討を行い、得られた知見を横展開する。

国の基本計画のフォローアップに向けて、防災・減災対策の
効果や最新の統計データ及び知見等を反映した被害想定の
試算を実施し、有識者の意見を聴取しながら、対策の検討
や最新の知見との整合性等の課題の洗い出しを行う。

有識者の意見を聴取しながら、活断層や地盤構造データ
の調査を実施し、最新の知見に基づくあらゆる可能性を考慮
した地震動モデルの作成及び震度分布等の推計を行う。

国の基本計画のフォローアップのため、防災対策の進捗状況
や最新の統計データ及び知見等を反映した被害想定の推計
を実施する。また、被害想定の結果を踏まえて、現状の防災
対策の課題を整理するとともに、有識者の意見を聴取し、今
後取り組むべき防災・減災対策を検討する。

帰宅困難者等対策の実効性を向上するため、一斉帰宅抑
制の基本原則を維持しつつ、鉄道の運行状況等に応じた群
衆の行動パターン等を分析し、被害状況等に応じた柔軟な対
応方策を検討する。また、一時滞在施設の確保や施設内待
機等について、事例収集等により課題を分析し、対応方策を
検討する。

帰宅困難者等対策

中部圏・近畿圏の主な活断層 震度分布の推計（イメージ）

出典：
東京都帰宅困
難者対策ハン
ドブック

東日本大震災当日の状況（品川駅付近）



「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について（報告）」（平成27年３
月）及び「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律」（平成27年７月成立）を踏
まえ、火山防災体制を強化するため、各種施策を推進する。
令和５年度の事業概要は、以下のとおり。

○火山専門家を活用する仕組みの構築、火山専門家の育成、監視観測・調査研究体制の整
備について検討する。

○火山防災エキスパートの派遣、火山防災協議会等連絡・連携会議の開催、指針・手引
等を用いた研修の開催等の技術的支援等を行う。

○大規模噴火に伴う広域降灰時の関係自治体及び関係指定公共機関等による応急対応を具
体化するための調査検討を行う。また、「火山防災マップ作成指針」の改定について調
査検討を行う。

○各火山地域の火山防災協議会と協働した火山防災訓練の実施等を通じ、多様な火山現
象に応じたより実践的な避難計画の作成に関する調査検討を行う。

火山災害対策の推進

５年度概算要求額 1７２百万円（17２百万円）

＜うち重要政策推進枠１５百万円＞

事業概要・目的

○火山の監視観測・調査研究体制の整備、広域降灰時の応急対応を具体化するた
めの調査検討及び各火山地域の火山防災の取組を推進することで、火山災害時
の国及び地方公共団体の対応力が向上し、被害の軽減が期待される。

期待される効果

○抜本的な火山防災体制の強化のため、火山専門家を活用す
る仕組みの構築、火山専門家の育成、監視観測・調査研究
体制の整備に関する検討を行い、具体的な仕組み・体制を
整備する。

〇各火山地域の火山防災体制の構築を一層推進するため、火
山防災エキスパートの派遣、火山防災協議会等連絡・連携
会議の開催、指針・手引等を用いた研修等の実施を通じ、
火山地域における効果的な情報交換のあり方や支援方法に
関する調査検討を行う。

〇「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」
の報告を踏まえて関係省庁及び関係自治体等において検討
した応急対応の方針を踏まえ、これらの対応の具体化に当
たっての検討を行う。また、上記検討における住民等への
周知に係る課題の抽出、火山灰分布の予測技術の調査等を
通じて、「火山防災マップ作成指針」の改定について検討
を行う。

〇各火山の避難計画を多様な火山現象に応じた実践的な計画
とするため、火山防災協議会と協働した火山防災訓練の企
画支援モデル事業等を通じ、火砕流や噴石といった火山現
象に応じた避難の考え方を整理し、避難計画の手引きを改
定する。

堅牢な建物への登山者の避難訓練（吾妻山）
福島県ホームページより

広域噴火災害（降灰）のイメージ
USGS（アメリカ地質調査所）ホームページより

事業イメージ・具体例



○地域特性や被害特性に応じた、より具体的で実効性のある広域的な避難のあり
方について適切な検討手法を提示するとともに、首都圏における広域的な避難
対策の検討状況を踏まえ、関係省庁が統一的・整合的な対応を取れるように、
政府としての具体的な広域避難のオペレーション上の課題の整理を行う。また、
広域避難計画における具体的な記載内容や、解決すべき課題を把握・検討する
ため、モデル地区において計画検討を実施する。令和５年度は、避難手段や避
難情報の伝達方法などを検討する。

○災害時に、住民に避難行動を効果的に促すための方策等について検討を行う。

気候変動の影響などによる近年の水災害の激甚化等を踏まえ、大規模な水災害
が発生した場合に、交通渋滞等による混雑や逃げ遅れによる孤立者等の発生が生
じ得る首都圏等を対象に、広域的な避難のあり方等を検討しているところ。

令和５年度の事業概要は、以下のとおり。

○令和４年６月に、東京都とともに「首都圏における広域的な避難対策の具体化
に向けた検討会」を設置し、「広域避難計画策定支援ガイドライン」（令和４
年３月）に基づき、確保した避難先の開設や運営方法、避難先への誘導方法な
ど、広域避難対策の更なる具体化を進める。

○近年の豪雨を踏まえ、住民の適切な避難行動を促進するための検討を実施する。

土砂災害・水害等の災害時における避難対策等の推進

５年度概算要求額 ６６百万円（６６百万円）

＜うち重要政策推進枠２０百万円＞

事業概要・目的

○大規模水害発生時の首都圏等において、広域避難活動に際しての国・地方公共
団体が直面している課題を解決することにより、より効果的な避難計画の立案
などの取り組みが促進され、被害の最小化が図られる。

○災害時における住民の適切な避難行動につながることで、避難対策の強化が見
込まれる。

期待される効果

事業イメージ・具体例

首都圏のゼロメートル地帯 令和元年東日本台風
千曲川堤防決壊による浸水状況

（長野県長野市）

平成30年７月豪雨による
広島県呉市安浦町周辺の被災状況

（提供：国土交通省）



○ 大規模な自然災害が近年頻発している中、多くの高齢者や障害者等が被害を受ける結果となり、要配慮
者の避難の実効性確保は急務となっている。

○ 令和元年台風第19号等による災害を踏まえ、中央防災会議の下のワーキンググループやサブワーキング
グループで高齢者等の避難のあり方について議論が行われ、「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者
等の避難のあり方について（最終とりまとめ）」（令和２年12月）において、避難行動要支援者名簿及
び個別避難計画等の制度面における改善の方向性が示された。

○ これらを踏まえ、令和３年５月に災害対策基本法（昭和36年法律第223号）が改正され、市町村に避難
行動要支援者ごとに個別避難計画の作成が努力義務化されるなどの規定等が創設された。

○ ハザードマップ上で危険な地域にお住いの、介護を要する方など、優先度が高いと考えられる者の個別
避難計画について概ね５年程度で作成に取り組んでいただくよう市町村に依頼をしているところ。

○ 個別避難計画を作成する市町村は、災害の態様やハザードの状況、気候に加え、人口規模、年齢構成、
避難所の確保状況など、地域の状況が異なり、個別避難計画の作成にあたって課題となる事柄が様々で
ある。

○ この課題に対応するため、令和３年度から取り組んだモデル事業の成果を活用して、本事業では、個別
避難計画の作成の更なる加速化を目指す。

○ このためには、取組が十分に進んでいない市町村を後押しすることが必要であり、都道府県の役割が極
めて重要であることを踏まえ、市町村に対する総合的な支援を実施できる体制作りを行う。

事業概要・目的

期待される効果

５年度概算要求額 ３２百万円（３２百万円）

要支援者の避難に係る個別避難計画の作成の推進

事業イメージ・具体例

<個別避難計画作成加速化事業>

○ 全国都道府県会議の開催（年５回程度）
• 全国都道府県の担当者を集め、先進事例等の紹介、各都道府県毎の作成状況、市町村への支援の取組

状況を共有し、都道府県による市町村支援の促進を図る。

○ 都道府県を対象とした加速化支援事業の実施
• 都道府県による市町村支援のため、地域の実情に応じた様々な取組事例を収集、整理し、都道府県による

市町村支援を可能とするための知見やノウハウなどの基盤を整備し普及を図る。
• 市町村の伴走支援のための研修、普及啓発等を実施し、提供する。

○ サポーターの派遣
• 先導的に取り組んでいる自治体職員をサポーターとして全国の自治体に派遣する。
• 具体的な課題に対し、同じ自治体職員の立場の視点で助言等することによる早期の対応を実現する。

<普及・啓発事業>
○ 個別避難計画作成モデル事業のポータルサイトの運用

• ２年間のモデル事業で得られた、効率的・効果的な作成プロセスを全国の自治体に共有する。
• 個別避難計画に関する情報を収集し、ポータルサイトに掲載することで自治体を支援する。

〇 都道府県による市町村へのきめ細かな支援の実施
〇 サポーターによる具体的な課題解決の相談・助言により個別避難計画作成の加速が
図られる。



○ 中央防災会議では、各種の大規模災害（日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、南海トラフ

地震等）に関する基本計画を策定し、継続的に見直しを行っているところ。地方公共団体等

においては、基本計画の見直しの趣旨を、関連する防災計画に適切に反映する必要がある。

○ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、最大クラスの地震・津波による被害想定

とそれに基づいた防災対策や積雪寒冷地特有の課題への対応を踏まえ基本計画の変更を予定

している。本地域特有の課題へ対応する好事例の収集・横展開等を通じて、計画に基づく効

果的な対策を推進する。

〇 南海トラフ地震については、基本計画の策定から10年が経過するため、各地の取組状況を

調査・分析する必要がある。

○ また、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）において、地方公共団体等は、相互応援や

物資供給について円滑な協力を得るための協定の締結等が努力義務となっていることを踏ま

え、災害時応援協定等の事例をデータベース化し、公開している。今後は、引き続き協定事

例の収集に取り組むとともに、その運用環境を改善する必要がある。

○ 本事業では、関係機関・地方公共団体の取組事例や課題等の収集整理・分析を行い、それ

らの課題解決に向けた方策を検討し横展開することで、各計画に基づく対策を支援する。

防災計画の充実のための取組推進
５年度概算要求額 １４百万円（９百万円）

＜うち重要政策推進枠７百万円＞

事業概要・目的

○ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、南海トラフ地震等の各種の大規模災害
に関する防災計画に基づき、大規模災害の防災対策を効果的に推進する。

期待される効果

事業イメージ・具体例

○ 令和４年度に予定している「日本海
溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策
推進基本計画」の変更を踏まえた、好
事例の収集・横展開や、南海トラフ地
震防災対策の更なる推進のため、課題
の収集・検討、連絡会議の開催等を行
う。

○ 災害時応援協定等のデータベースに
ついては、システム環境の保守・点検
等に加えて、地方公共団体へのアン
ケート結果等を踏まえた機能拡充を行
い、運用環境の更なる改善を行う。



○首都直下地震や南海トラフ地震等の発生に備え、災害時に国民生活等への影響を最小化する
ため、社会全体の事業継続体制を強化する必要がある。

○特に、首都直下地震発生時における首都中枢機能の維持と、国民生活及び国民経済に及ぼす
影響を最小化するため、「政府業務継続計画」の今後の検討課題について検討を進める必要
がある。

⇒ 中央省庁の業務継続体制については、有識者による各省庁の業務継続計画の評価等を実施する。ま
た、政府業務継続計画における今後の検討課題として、当該計画の被害想定を上回る事態を想定した
代替拠点と関連する事項について検討を行うこととされており、検討の具体化を進める。

⇒ 民間企業等の事業継続体制については、取組を行っていない企業もあり、民間企業等の自発的な防
災の活動の取組を促進する。

⇒ 地方公共団体の業務継続体制については、実効性の確保等が課題となっていることから、地方公共
団体の取組を調査・検証し、課題解決に向けた検討を行う。

社会全体としての事業継続体制の構築推進
５年度概算要求額 ４３百万円（４２百万円）

＜うち重要政策推進枠６百万円＞

事業概要・目的

○社会全体の事業継続体制が構築されることにより、いかなる大規模災害においても国民生活
及び国民経済に及ぼす影響を最小化することが期待される。

事業イメージ・具体例

期待される効果

基本方針
の策定

業務継続計画
の検討

業務継続計画
の見直し

教育・訓練

評価

業務継続計画
の見直し

教育・訓練

評価

業務継続計画
の発動

災害発生

業務継続力の
向上

業務継続計画
の策定

①中央省庁における業務継続体制の確保
・省庁業務継続計画に係る有識者による評価及び
評価結果に基づいた同計画の見直し等に係る調査

・政府業務継続計画中の「行政中枢機能の全部又
は一部を維持することが困難となった場合におけ
る当該行政中枢機能の一時的な代替に関する事
項」に係る「今後の検討課題」についての調査・
検討

②民間企業等の事業継続体制の構築及び災害リスク
マネジメント力向上の取組推進
・民間企業等の事業継続体制（BCPの策定状況）に
関する実態調査

・自然災害に対する事前対策の効果を把握する参
考指標の作成

③地方公共団体における業務継続体制の確保
・地方公共団体における業務継続計画の実効性確
保等に関する調査・検討、映像資料等の作成



防災を担う人材の育成、訓練の充実①
５年度概算要求額 １２４百万円（１１５百万円）

＜うち重要政策推進枠２０百万円＞

事業概要・目的

期待される効果

事業イメージ・具体例

○「危機事態に迅速・的確に対応できる人」、「国・地方のネットワークを形成できる人」を人

物像とした防災人材を育成するために、国・地方公共団体等の職員を対象とした防災スペシャ

リスト養成に向けた研修を実施する。

○また、研修企画にあたっては、地域の災害対応力強化に向け、女性参画の拡大やデジタル活用

の推進をはじめ、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の巨大地震対策など、社会情勢・ニーズ

を踏まえた研修内容の充実や受講者数の拡大等を図るため、体系的な防災人材の養成に資する

検討を実施する。

○さらに、災害対応の業務を担う応援職員等が、担当する防災業務の手順や基礎知識を習得する

ための専用Webサイトによるオンライン学習ツールの整備・運用を図る。

〇地方自治体等の職員を対象に、内閣府防災の業務を行い

ながら、防災研修を受講するOJT研修を行う。

〇国・地方公共団体等の職員を対象に、有明の丘基幹的広

域防災拠点施設を活用した研修（有明の丘研修）につい

て、有識者による企画検討会での議論を踏まえつつ、日

本海・千島海溝周辺海溝型地震等の巨大地震等に関する

最新知見を踏まえた構成単元の拡充や、オンライン・対

面方式の最適活用による受講者数の拡大及び、職位に応

じた研修カリキュラムの提供による受講の効率化を行い

ながら実施し、防災スペシャリスト養成の推進と地域防

災マネジャーの更なる育成を図る。

〇また、都道府県と共催で行う地域研修について、新たに

「地域検討会」を設置し、研修カリキュラムへの地域特性

の反映や地域独自の人材育成に資する研修企画ノウハウ

の付与等を更に推進しながら実施する。

〇各地域において、危機事態に迅速・的確に対応でき、国・地方のネットワークを形成できる
防災人材が育成され、地域の災害対応力の強化が図られるとともに、災害発生時の広域
的な応援・受援体制の円滑な運用が図られる。

防災スペシャリスト養成研修
（有明の丘研修（座学））の様子

オンラインを併用した企画検討会

〇被災地で災害対応を行う職員が、短時間に担当業務の手順や基礎知識を習得できる
「eラーニング」の運用を図るとともに、関東大震災100年を契機とした過去の巨大地震の教
訓から得られる「心構え」や「とるべき態度」を習得する教材コンテンツを追加整備する。

〇広域的な応援・受援体制の強化等に向け、派遣職員の災害対応能力を評価し、適材適所
への円滑な配置に資する仕組みを検討する。



○災害発生時には、防災関係機関が一体となって対応する必要があり、災害対策基本法、防災基

本計画等においても防災訓練の実施が定められている。

○「総合防災訓練大綱」に定められる各種防災訓練を実施することで、

・防災関係機関の組織体制の機能確認と実効性の検証

・平時からの防災関係機関等相互の連携強化

・防災計画等の課題を発見し継続的な改善

・住民の防災に関する意識の高揚と知識の向上

・行政機関、民間事業者の各防災担当者の日常の取組についての検証

を図る。

防災を担う人材の育成、訓練の充実②

５年度概算要求額 １０１百万円（８０百万円）
＜うち重要政策推進枠２８百万円＞

事業概要・目的

○訓練を通じた課題抽出・改善、防災関係機関の連携強化により災害対応力の向上が期待される。
○多数かつ多様な主体が参加する訓練の実施により防災意識の向上が期待される。

期待される効果

①「防災の日」（９月１日）総合防災訓練

官邸での政府本部運営訓練、政府現地調査訓練を実施する。

②緊急災害対策本部事務局運営訓練

緊急災害対策本部事務局における業務の習熟や関係機関との

連携について訓練を実施する。

③緊急災害現地対策本部運営訓練

各地域の緊急災害現地対策本部における業務の習熟や地方公共

団体等との連携を図る訓練を実施する。

なお、これまで、首都直下地震や南海トラフ地震を想定した訓

練を実施してきたが、令和４年５月の「日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」

の改正を受け、当該地震を想定した訓練を追加し、オンライン

も活用しつつ実施する。

④地震・津波防災訓練

津波防災の意識を高めるとともに、適切な避難行動の定着に向けて、「津波防災の日（11月５

日）」の前後に、全国複数箇所で地域住民対象の津波防災訓練を実施する。なお、津波による

甚大な被害をもたらす巨大地震の発生が懸念される、日本海溝・千島海溝地震対策特別措置法

の改正で新設された特別強化地域では、津波防災対策の向上は喫緊の課題であり、重点的に訓

練を実施する。

⑤自然災害対処能力の向上に資する訓練等の充実

地方自治体の災害対応能力の向上を図るため、近年の災害の教訓から得られる課題に加え、感

染症対策やデジタル技術の活用など新たな課題に対応した訓練、研修を充実させるとともに、

国と自治体間で訓練情報を共有し、経験知・ノウハウの共有化を図るため、プラットホームの

維持管理を進める。

事業イメージ・具体例（政府が実施する主な防災訓練等）

（R3政府本部運営訓練の状況）

（R3緊急災害現地対策本部
運営訓練の状況）



◯ 国民一人ひとりに災害を自分事として捉え、身の回りの災害リスクや災害時に取る

べき行動への理解を促す「防災推進国民大会」や「津波防災の日イベント」の開催、

防災の担い手の発掘と育成、好事例の横展開が可能な「総合ポータルサイト」の運

営などにより全国の防災活動の底上げを図る。

◯ 地域の自助・共助を向上するため、地域住民等が地域の災害リスクに基づいて作成

する地区防災計画の取組を推進する。

◯ 防災意識の向上を図る「防災ポスターコンクール」や優良な防災教育の横展開を図

る「防災教育チャレンジプラン」を実施するとともに、「防災教育・周知啓発ワーキング

グループ防災教育チーム提言」において、全ての子どもが災害から生命を守る能力

を身につけられる防災教育の全国展開を提言されたことから、デジタル技術も活用し、

子どもたちに実践的な防災教育が実施されるように取り組む。

実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進
５年度概算要求額 １２２百万円（８９百万円）

＜うち重要政策推進枠５２百万円＞

事業概要・目的

◯ 国民に対する防災知識の普及啓発をきめ細かく行うことにより、その効果が各界各

層に浸透、国民の防災活動への自律的・積極的な参加が促進され、地域の防災力

が高まり、災害の未然予防及び災害被害の軽減が可能となる。

期待される効果

事業イメージ・具体例

地区防災計画の作成促進
地域の自助・共助の強化

地区防災計画の取組状況調査
計画作成支援者の育成
地区防災計画に係る周知・研修
の開催 など

防災力の高い社会の構築

様々なチャネルを通じた取組

国民運動の推進
国民の防災意識の向上

防災推進国民大会（ぼうさいこ
くたい）

 「津波防災の日」啓発イベント
 TEAM防災ジャパンなど

実践的な防災行動推進のための取組

防災教育の推進
主に子どもたちが災害か
ら生命を守る能力を身に
付ける

防災教育チャレンジプラン
防災ポスターコンクール
実践的な防災教育の促
進

など



多様な主体の連携促進事業
５年度概算要求額 ５２百万円（３２百万円）

＜うち重要政策推進枠３０百万円＞

（１）大規模災害における多様な主体の連携推進調査
• 被災者一人ひとりに寄り添った支援を円滑に行うため、行政・ボランティア・NPO等
の多様な被災者支援主体間の連携体制を構築・強化するための実態調査及び研修
会の実施する。

（２）防災ボランティア活動における調査等
• 行政・ボランティア・NPO等の間での意見交換等の場を設け、ボランティアの裾野拡
大を推進する。

（３）防災・減災、国土強靭化新時代の実現に向けた「避難生活支援・防災人材育
成エコシステム」の構築

• 避難生活支援分野においてスキルを持ったボランティアを育成するためのスキル
アップ研修のカリキュラム内容等について、令和４年度に５地区で実施するモデル研
修の結果を踏まえた再検討を進め、モデル研修を10地区程度に広げて実施する。

• 研修修了者の認定制度の創設やデータベース化、マッチングシステムの構築に向け
た検討を実施する。

事業イメージ・具体例

○ 首都直下地震、南海トラフ地震などの大規模災害に備え、多様な被災者支援主体
間の連携体制の強化や、その連携を担う人材（コーディネート人材）を育成することで、
平時から、応急・復旧、復興まで各フェーズにおける円滑・効率的なボランティア活動
の推進及び各地域の防災力の向上が図られる。

○ 避難生活支援分野におけるスキルを持ったボランティアを育成するためのスキル
アップ研修を実施することで、個々のボランティアスキルの向上を図るとともに、避難
生活環境の改善を図り、避難生活を要因とする災害関連死を減らしていく。

期待される効果

◯ 「ボランティア元年」と呼ばれる平成７年の阪神・淡路大震災では、全国から約140万

人の人々がボランティアとして駆け付け、復旧・復興の大きな原動力として認識され、

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に、行政が「ボランティアの環境整備に努め

る（平成７年改正） 」、「連携に努める（25年改正） 」旨が規定された。

◯ 近年、各地で発生している災害時においても、ボランティアや多様な専門技能を持つ

NPO等は大きな役割を果たしており、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の大規

模災害への対応において、その重要性はますます高まっている。

◯ こうした現状に鑑み、被災者支援を円滑・効率的に実施するため、行政・ボランティ

ア・NPO等の多様な被災者支援主体間の連携の強化、更なる裾野の拡大等を推進し

つつ、研修や訓練の実施等により多様な被災者支援主体間の連携をコーディネートす

る人材の育成を図る必要がある。

◯ 令和３年５月に「防災教育・周知啓発ワーキンググループ（災害ボランティアチー

ム）」で提言された『避難生活支援・防災人材育成エコシステム』の構築に向け、避難

生活支援を担うボランティアの育成のためのスキルアップ研修や、ボランティアと地域

とをマッチングするための仕組みを構築する必要がある。

事業概要・目的



官民連携による被災者支援体制整備事業
５年度概算要求額 ５０百万円（新規）

（１）都道府県域における官民連携体制の整備・強化事業

【支援対象となる主な活動】

• 県内の主な活動団体による協議会の運営、活動計画の策定

• 県内外の関係団体による災害時連携訓練、テーマ別検討会等の実施

• 災害ケースマネジメント実施計画の策定

• 活動団体向けのマニュアル・手引きの作成、研修実施

• 市民向け講座の実施、修了者のネットワーク化

• 情報収集・情報発信

• 活動団体の連携促進のための大会の開催

（２）都道府県域・全国域での被災者支援活動の実態調査

• 近年の被災地における被災者支援の実態調査

• 官民による被災者支援活動の実態や中間支援組織等の役割の実態調査

事業イメージ・具体例

○ 災害時の調整の要となる中間支援組織等が平時から活動することで、災害時

の円滑な活動調整が可能となる。

○ 中間支援組織が未整備の都道府県における整備、活動の活性化が進む。

○ 被災者支援における共助の幅や質が向上し、行政の負担の軽減が期待され

る。

期待される効果

◯ 自然災害の頻発化・激甚化、巨大災害の懸念、超高齢社会の中、行政のマン

パワーとスキルだけで被災者支援を担うことは難しく、専門性を持つNPO等の

民間ボランティア団体や企業等の多様な主体を被災者支援の担い手として位

置付け、その活動を促進する必要がある。

◯ このような民間団体や企業等による被災者支援活動を促進するためには、都

道府県レベルで、多様な被災者支援の担い手間の連携、情報共有が重要であ

り、このような役割（コーディネーション）を担う中間支援組織等の体制整備や

強化が必要である。

◯ また、被災者支援の実態を調査し、中間支援組織等に求められる機能や活動

の現状を把握することで、効率的で質の高い被災者支援の実現を目指す。

事業概要・目的



防災情報の収集・伝達機能の強化
５年度概算要求額 ２９３百万円（２９３百万円）

＜うち重要政策推進枠２1百万円＞

事業概要・目的

事業イメージ・具体例

○総合防災情報システムは、政府が被災状況等を早期に
把握し、迅速・的確な意思決定を支援することを目的
としており、安定的な運用に加え、新たな情報収集・
分析・加工・共有システムに係る開発等を進める。

○システムの安定運用、関係機関が運用するシステムとの情報連携強化、被害情報
等の収集機能の強化により、迅速・的確な意思決定の支援を図ることができる。

期待される効果

＜総合防災情報システム、物資調達・輸送調整等支援システムの保守・運用及び
災害情報連携やシステム活用のための更改・機能強化＞

〇災害の発生に備え、 24時間 365日の継続的な安定運用を図るため、
システムの定期保守点検及び障害対応等の保守・運用体制を確保するほか、
次期システム等の構築業務等を行う。

〇なお、物資調達・輸送調整等支援システムについては、災害時の迅速かつ効率
的な物資支援の実現のため、災害対応に不慣れな関係機関の職員が直感的に操
作可能となる次期システムの構築に向け、関係機関のニーズも確認の上、必要
な要件定義などを行う。

＜SNSを活用した情報収集・発信＞

〇適時・適切な災害対応と国民の被害の最小化のためSNSを活用した情報収
集・発信を24時間体制で行う。

〇また、災害時に国から避難所までの物資支援に関す
る情報を関係機関で共有し、迅速かつ効率的な物資
支援を実現するための物資調達・輸送調整等支援シ
ステムの保守・運用体制を確保するとともに、次期
システムの構築に向け、必要な要件定義（※）のた
めの調査等を行う。

※システム開発において、どのような機能をどのように実現するかをわかりやすく
まとめ定義することをいう。

※総合防災情報システム及び物資調達・輸送調整等支援システムについては、デジタル庁一括計上予算として
要求。

○さらに、情報収集機能の強化の観点から、SNSを活用
した情報収集・発信や、民間や研究機関等が保有する災
害リスク情報を位置情報付きの状態で収集することが重
要である。



○ 近年、ドローンカメラ等に代表される各種IoTデータを活用し、社会的課題に
取り組む事例が増加しており、デジタル・防災技術WG社会実装チーム提言（令
和３年５月）において、『「防災IoT」を可能な限り平時から最大限整備するこ
とが効果的である』とされている。

〇 令和３年度補正予算にてドローンカメラ等の「防災IoT」データを活用した災
害対応の高度化に資するため調査・検証を実施予定であり、本事業により利活
用を仲介する防災IoTインターフェースを設け、IoTデータの災害時流通を促進
するための事業を実施する。

「防災IoT」データの利活用に向けた防災IoTインターフェースの
検討に係る事業費

５年度概算要求額 ５０百万円（新規）
＜うち重要政策推進枠５０百万円＞

事業概要・目的

○ 次期総合防災情報システム（防災デジタルプラットフォーム）と連携し、迅速
に被害状況等を可視化することにより、災害対応の高度化を実現する。

期待される効果

〇 運営主体や取得目的も異なり、データ形式等も様々であるIoTデータの活用に
向け、次期総合防災情報システム（防災デジタルプラットフォーム）に民間事
業者等のクラウドシステムを連携させる仕組みを構築するために、各災害対応
機関や各事業者等とルールや仕組み作り、データフォーマットなどの標準化等
を実施する。

事業イメージ・具体例

事業者のクラウド基盤
(ドローンクラウドの例) 防災IoTインターフェース

<ドローンクラウドとの連携の例>

次
期
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○災害時には、個人情報の適切な取扱いや迅速な活用が、救命・救助、きめ細や
かな被災者支援に重要である一方で、その公開・外部共有に伴うリスクにより、
自治体の迅速な活用が阻害されるおそれがあることから、令和４年度に策定し
た防災分野における個人情報取扱指針について、周知の徹底と必要に応じた事
例追加等の見直しを行う。

○従来、自治体ごとの個人情報保護条例において、個人情報の取扱いの定めは
様々であった（「2000個問題」）が、デジタル改革関連法（※）により、共通
ルールが定められ、個人情報の取扱いを一元的に監視監督する体制が構築される
（※施行日は令和５年４月１日）。

〇令和４年度は、災害対応や平時の準備において、自治体等が個人情報を取り扱
う際の活用範囲や留意点等をまとめた個人情報取扱指針（以下「取扱指針」とい
う。）の策定に向けて検討を行っている。

〇令和５年度は、この策定した取扱指針について、自治体への周知の徹底及び自
治体職員の理解向上、必要に応じた当該取扱指針の事例追加等の見直しを行う。

防災分野における個人情報取扱指針の周知・見直し等に必要な経費
５年度概算要求額 １５百万円（新規）

＜うち重要政策推進枠１５百万円＞

事業概要・目的

○自治体等を対象とした防災分野における個人情報の取扱い等を明確化する指針
の周知徹底・見直しを行うことにより、災害時等の適切な個人情報の活用が可
能となり、地域の災害対応力の向上に寄与する。

期待される効果

事業イメージ・具体例

取扱指針の策定（令和４年度に実施）
改正個人情報保護法の施行に合わせて、防災分野における取扱指針を策定（検討
会、パブリックコメントを踏まえて策定）

取扱指針の周知徹底・見直し（令和５年度に実施）

令和年度策定した取扱指針の自治体への周知の徹底及び自治体職員の理解向
上や策定後の災害の振り返り等による事例追加等の見直し

■自治体への周知徹底

策定後の災害の振り返りや自治体からのご意見等を踏まえて、令和４年度に
策定した取扱指針への事例の追加等の見直しを行う。
※有識者及び個人情報保護委員会をはじめとする関係省庁等による検討会
を開催し、見直し内容について検討。

令和４年度に策定した取扱指針等の周知徹底の実施や説明会等を開催し、
自治体職員の理解向上の機会を設ける。

■取扱指針の見直し（事例の追加等）



○次期総合防災情報システム（防災デジタルプラットフォーム）の開発等に当たっては、
「重点計画」に記載されたプラットフォーム検討の共通手順に則り、調査検討
を実施する。

（１）データへのニーズ分析
（２）プラットフォームのアーキテクチャ（流通データ等の構造）の設計
（３）データ利活用を前提とした業務改革（情報処理フローの改善等）の検討
（４）ベース・レジストリ（公的機関等が登録する基本データ）等の活用
（５）データ連携に必要なツールの検討
（６）データ連携ルールの検討（データの利用権限など）
（７）データの蓄積・取引等の活用可能性検討

○令和４年６月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（以
下「重点計画」という。）において、防災分野における現行の防災情報共有に関
わる基盤システムの役割等を整理し、「情報集約、地図情報への加工、災害対応
機関への提供等を可能とする新たなシステムの構築」を含む防災情報のデータ連
携のためのプラットフォームを整備することとなっている。

⇒ 内閣府では、デジタル庁・防災科学技術研究所と連携し、新たな情報集約等を行う
システムとして、内閣府で運用中の総合防災情報システムの次期システム（防災デジ
タルプラットフォーム）を、令和５年度に構築する基本方針等を整理する。

⇒ 令和５年度の本事業では、次期総合防災情報システムの運用に関するルールや、
他のデータ連携基盤等との連携のあり方などの検討を進め、令和７年度までの防災
分野におけるプラットフォームの整備を目指す。

防災分野のデータプラットフォーム検討業務
５年度概算要求額 ７０百万円（新規）

＜うち重要政策推進枠７０百万円＞

事業概要・目的

○令和７年度までに整備されるデータ連携のためのツールやルール等により、防
災分野の各種データの流通が促進され、防災関係機関の応急対応や、被災者へ
の支援情報提供等が効率化されることが期待される。

期待される効果

事業イメージ・具体例

防災分野のPF

次期総合防災情報システム

Aシステム

他分野のPF 他分野のPF

都道府県
インフラ事業者

Bシステム
国民

市町村 民間事業者

各省庁
国

地方行政機関等



○次期総合防災情報システム（防災デジタルプラットフォーム）で実装予定の機
能を有効に利活用するため、必要な運用体制等を具体的に検討整理する。

①災害対応中に臨機に求められた、次期総合防災情報システムの機能拡張、新た
なデータ搭載等を円滑に行うための運用指針等を策定する。

②南海トラフ地震など被災自治体が多数となる場合に、次期総合防災情報システ
ムに搭載すべき情報を収集するために必要となる人材を育成・確保できるよう
な体制整備事業の内容を具体的に検討する。

○令和４年６月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（以

下「重点計画」という。）において、内閣府では、現行の防災情報共有に関わる

SIP4D（※）等の役割等を整理し、情報集約、加工、提供等を可能とする新たな

システムの構築」することとされている

※SIP4Dは、各種災害情報を様々な関係省庁・民間事業者・国立研究開発法人防

災科学技術研究所などから収集、利用しやすい形式に変換し、配信することが

可能なもので、災害対応の実情に応じた柔軟な業務運用を実現している。

⇒令和４年度には、柔軟な機能拡張が可能となる仕様を有する次期総合防災情報

システム（防災デジタルプラットフォーム）の設計と、運用開始後の解決課題等

の整理を行う。

⇒令和５年度には、システム設計結果に基づき、次期総合防災情報システム運用

開始後に、機動的な機能拡張など効果的な業務運用等を行うため、必要となるシ

ステムの利活用体制等を構築する施策を具体的に策定を行っていく。

次期総合防災情報システムの運用体制等の検討調査業務
５年度概算要求額 １５百万円（新規）

＜うち重要政策推進枠１５百万円＞

事業概要・目的

○令和６年度に予定している次期総合防災情報システム（防災デジタルプラット
フォーム）の運用開始時より、大規模災害が発生した場合にも、当該システム
の機能を発揮した災害対応を行えることが期待される。

期待される効果

事業イメージ・具体例

南海トラフ地震の重点受援県



○近年、激甚化・頻発化する自然災害に対して、より効果的・効率的に対応していくためには、
デジタル技術をはじめとする民間が持つ先進技術を積極的に活用することが重要であり、現
状、防災に関する先進技術に知見を持つ事業者にアクセスする機会が限られているという課
題がある。

○これを踏まえ、「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」（防テクPF）を設置し、
セミナーの開催やマッチングサイトの開設により、地方公共団体等のニーズと民間企業が持
つ先進技術とのマッチング支援や先進技術の効果的な活用事例の横展開を行っている。

○今後、地方公共団体が持つ官民ネットワークとも連携することで、防テクPFへの地方公共団
体・民間企業等の参画拡大を図り、防災分野への更なる先進技術導入を促進する。

防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム
５年度概算要求額 ２２百万円（１７百万円）

＜うち重要政策推進枠６百万円＞

事業概要・目的

○地方公共団体等のニーズと先進技術のマッチング支援や技術導入に関するノウハウ等の横展

開により災害対応における先進技術の活用が促進される。

○地方公共団体等の災害対応における先進技術の導入が促進され、災害対応の迅速化・効率化

等が図られる。

期待される効果

事業イメージ・具体例

○このほか、地方公共団体が持つ防災産業に関する官民ネットワークとの連携の拡大・強化を図

るため、都道府県及び政令指定都市が持つ官民ネットワークの調査、防テクPFとの連携可能性

の分析及び地方公共団体と連携したセミナーの開催や広報活動の実施により、防テクPF・地方

公共団体のネットワークの充実に向けた連携を拡大する。



ISUTの効果的な活用促進に関する検討業務・体制強化

○大規模災害時に、地方公共団体等の災害対応機関が円滑に災害対応を行うためには、各機関
が持っている情報を集約・共有することが重要であり、内閣府において、現地で災害情報を
集約・地図化して提供する災害時情報集約支援チーム（ISUT）を運用している。

〇他方、相次いで発生する豪雨災害や、切迫する南海トラフ地震、首都直下地震等への備えは急
務となっている。そのため、ISUTが行う情報共有の取組も、より災害対応機関と連携した効果
的なものに進化させるとともに、地方公共団体等の災害対応がより円滑になるよう平時から
ISUTを周知していく必要がある。

〇このため、ISUTの情報収集・地図化のための体制を強化するとともに、令和4年度に引き続き
ISUT活用研修の実施を通じて、災害対応機関におけるISUTの更なる活用促進を図る。

〇さらに、地方公共団体等の災害対応を遠隔支援できる仕組みを構築することで、 ISUTを活用
した災害対応がより効果的に行われるよう被災情報収集システムの機能強化を行う。

災害対応業務標準化の推進に要する経費
５年度概算要求額 ２８百万円（２８百万円）

＜うち重要政策推進枠３百万円＞

事業概要・目的

期待される効果

事業イメージ・具体例

ISUTの効果的な活用促進に関する検討業務・体制強化

①ISUTの効果的な活用促進に関する運用業務

地方公共団体等がISUTへの地図提供依頼を円滑に行い、迅速な災害対応を可能にするため、 ISUT

活用研修の実施を通じて周知を図るとともに、被災情報収集システムにISUTへの連絡や利用者同士

の情報共有が容易に行える機能を追加する。

②ISUT体制強化

ISUTが行う地図作成業務を民間事業者に委託することで、大規模災害発生時の大量の地図オー

ダーに迅速に対応できる体制を整備する。

○ISUTの体制強化、被災情報収集システムの機能強化及びISUT活用研修の実施により、災害対応機関

における情報取得や連携の迅速化・円滑化につながるとともに、より効果的な災害対応の実施が期

待される。

被災情報収集システムの機能強化

被災情報
収集システム

各機関が平時からシステム上で連携強化

指定公共機関

市区町村



南海トラフ地震等における応急対策活動の具体計画策定に係る調査検討
５年度概算要求額 ２６百万円（２２百万円）

＜うち重要政策推進枠６百万円＞

事業概要・目的

○南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模地震における具体的な応急対策活動に
関する計画（具体計画）を策定又は改定し、その実効性の確保・向上を図る。
※日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、具体計画の策定を予定。

○南海トラフ地震については、現状の防災対策の進捗を踏まえた被害想定の試算を
実施していることから、この結果を踏まえ、各防災関係機関が行う初動対応の具
体的な内容を再検討する必要がある。

事業イメージ・具体例

○具体計画の実効性の確保・向上のための検討
・具体計画に定めている内容の検証や、緊急輸送ルート、各種防災拠点等の

様々なデータについて最新情報の反映を行う。

○南海トラフ地震の新たな被害想定を踏まえた検討
・防災対策の進捗状況や最新の統計情報及び知見等を踏まえ推計された新た

な被害想定に基づき、各防災関係機関が行う広域応援部隊の派遣や物資支
援等の検討を行う。

○救助・救急活動、医療活動、物資調達、燃料供給・ライフライン関係等に係る
計画の実効性の確保・向上により、的確かつ迅速な被災地支援が可能となる。

○新たな被害想定を踏まえた検討に基づき、南海トラフ地震具体計画の改定を行
うことで、より適切な応急対策活動の実施が可能となる。

期待される効果

大規模地震発生時における
より適切な

応急対策活動の実施
上記の検討を通して、
具体計画に必要な事項を反映



○中央防災無線網は、大規模災害時に総理大臣官邸、中央省庁及び全国の防災機

関相互の通信を確保するために整備された政府専用通信網であり、その円滑な

運用・維持管理を行う。

○新たに指定された指定公共機関への中央防災無線網の整備を行う。

○多重無線回線の一部が民間再開発事業により遮断されるため、通信確保対策を

行う。

○大規模災害に伴う停電時においても中央防災無線網の通信を確保するため、停

電対策を行う。

中央防災無線網の管理に要する経費
５年度概算要求額 １，０２６百万円（９８７百万円）

＜うち重要政策推進枠１３８百万円＞

事業概要・目的

〇大規模災害発生時に全国の防災関係機関相互の通信を確保することで、政府の

迅速かつ円滑な災害対応に寄与する。

○宇宙ビジネスを支える情報通信技術の利用促進やカーボンニュートラルの実現

に期待できる分野の技術開発の進展に期待できる。

期待される効果

○中央防災無線網設備の監視・点検保守・リース契約・通信事業者回線借用等
○中央防災無線網の円滑な運用のための設備整備

・衛星携帯電話整備
（３か所）

・多重無線設備ルート変更
（１スパン）

・直流電源装置更新
（８か所）

事業イメージ・具体例



○備蓄倉庫棟新築
・平成30年７月豪雨以降のプッシュ型支援の実績を踏まえ、必要な量・種類の
物資を政府として備蓄するため備蓄倉庫棟の新築等を行う。

・建設予定地：東京都立川市（立川防災合同庁舎敷地内）

・構造・規模：RC-2 延べ面積 1,650㎡

〇事業スケジュール 〇全体事業費：算出中
Ｒ３年度 ：敷地調査・設計
Ｒ４年度以降：設計、工事、運用開始

○避難所等で使用する物資の備蓄は基本的に各自治体が行うところ、段ボール
ベッドのように受注生産となる物資や、感染症対策物資のように避難所開設後
直ちに必要になるが、自治体によっては必ずしも十分に備蓄されていない物資
については、国においても常時備蓄する必要がある。

○備蓄物資については、令和元年度補正予算等を活用して調達・備蓄しており、
令和２年７月豪雨において、被災地に支援物資として迅速に届けられた。

○また、避難所での感染症対策等のため、今後、備蓄量や備蓄品目がさらに増大
する見込みであり、現在仮置き中である災害対策本部予備施設内（東京都立川
市）では、適切な常時備蓄及び迅速な搬出入が可能なスペースがないことから、
備蓄倉庫棟を新築するもの。

災害対策本部予備施設 備蓄倉庫棟新築

５年度概算要求額 １０７百万円（新規）
＜うち重要政策推進枠１０７百万円＞

事業概要・目的

○備蓄倉庫棟の新築により支援物資備蓄可能量が確保され、大規模災害発生時に
おけるプッシュ型支援の対応力・迅速性・確実性が大きく向上する。

期待される効果

事業イメージ

施設完成イメージ
国土交通省作成



○災害対策本部予備施設（立川）の維持管理
災害対策本部予備施設は、首都直下地震等の大規模災害で都心関係施設（官

邸等）が甚大な被害を受けた場合に備え、国の災害対策本部機能、内閣府（中
央合同庁舎第８号館）の防災専用の通信統制・情報処理のバックアップ機能等
を持つ施設。
大規模災害に備え、当該施設の維持管理を適切に行う。

○東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明の丘・東扇島）の維持管理
東京湾臨海部基幹的広域防災拠点は、首都圏において大規模災害が発生した

際の、政府の現地対策本部機能、救助活動や物資搬送等の拠点としての機能を
持つ施設。
大規模災害に備え、当該施設の維持管理を適切に行う。

立川・有明の丘・東扇島施設の維持管理等
５年度概算要求額 ８２百万円（９１百万円）

事業概要・目的

○各施設を適切に保全することによって、各施設の機能を十分に発揮することが
でき、大規模災害発生時において、政府として迅速な災害対応を行うことが可
能となる。

期待される効果

○施設外観、位置

災害対策本部予備施設 東京湾臨海部基幹的広域防災拠点施設

○維持管理等に要する経費の概要
光熱水費、雑役務費（警備、点検保守、清掃業務）、修繕費 等

事業イメージ

（有明の丘） （東扇島）（立川）



〇自然災害が激甚化・頻発化し、被災者の早期の情報把握と生活再建の実現が喫緊の課題となって
いる中、被災者が抱える多様な課題が解消されるよう、一人ひとりの被災者の状況を丁寧に伺い、
関係者が連携して必要な支援を行う取組である「災害ケースマネジメント」を一層推進する必要
がある。

〇令和３年度は災害ケースマネジメントの実施状況や実態把握について調査し、今後、災害ケース
マネジメントに取り組もうとする地方公共団体の参考となるよう、取組事例集を作成・公表した。

〇令和４年度はこの取組事例集等を踏まえ、全国の地方公共団体が、災害ケースマネジメントを実
践していくに当たり標準的な取組方法や活用可能な制度等をまとめた手引書を作成・公表予定で
ある。

〇令和５年度はこの手引書を活用し、被災者の個々の被災状況や生活状況の把握、専門的な能力を
持つ多様な関係者との連携等被災者支援の留意点等について、各地方公共団体の職員、福祉関係
者等を対象に研修等を実施することで、災害ケースマネジメントの取組を推進する。

〇また、災害ケースマネジメントの取組が、被災者一人ひとりにとって、着実に、効果的かつ継続
的な支援が全国の地方公共団体で実践されるよう、令和４年度運用予定のクラウド型被災者支援
システムを活用した実証事業を実施する。

事業概要・目的

〇災害ケースマネジメントの取組が全国の地方公共団体で実施されることで、被災者一人ひとりに
きめ細やかな支援ができるようになる。

〇優良な取組事例の共有により、現時点で取組中の団体であっても、より優れた(被災者のニーズ
にあった)支援ができるようになる。

〇取組の手法として、システムを活用することで、被災者に寄り添った効果的・効率的な支援を全
国で行うことができるようになる。

期待される効果

５年度概算要求額 ３０百万円（新規）

＜うち重要政策推進枠３０百万円＞

被災者に寄り添った支援手法の調査・推進

事業イメージ・具体例

<研修事業>
○災害ケースマネジメントの取組の定着

・各士業の専門家、福祉関係者、医療関係者、地方公共団体職員等に対して、 令和４年度にまとめた手引書を

用いて、基本的な考え方、取組実施の概要等を説明し、災害ケースマネジメントの取組の定着を図る。

○自治体間によるノウハウ共有の場の提供

・既に優良な取組を行っている地方公共団体の状況を共有する場や、お互いに相談できる意見交換の場を設け、

この会議の場等で得られた知見を効果的に全国の自治体に共有できる機会を提供する。

<デジタル管理システム>
○一人ひとりの被災者が抱える多様な課題をデジタル化

・地方公共団体が共同利用できるクラウド上の「被災者支援システム」に、一人ひとりの被災者が抱える多様な

課題を詳細に記載するとともに、生活再建に向けた取組（各種の支援実績や訪問記録等）を時系列に記録す

ることで、被災者に寄り添った支援を効果的・効率的に行える機能の検証環境を構築し、実証を行う。



○避難所における感染症対策や良好な生活環境の確保等に係る調査検討

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、更なる感染症対策の

推進や、その収束後も見据えた避難所の環境改善等について、有識者による検

討会の指摘等も踏まえながら、自治体において必要となる被災者支援の取組に

ついて調査検討を実施する。

具体的には、避難所に必要な機能等の考え方の整理に加え、在宅避難や車中

泊避難等の避難所以外へ避難する者への支援のあり方等について実態調査を行

いつつ現状の課題及び対応策の検討を進める。

避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組についての検討

５年度概算要求額 9百万円（25百万円）

事業概要・目的

〇都道府県・市町村職員等への周知等を行うことにより、避難所の開設等の準備
だけでなく、被災者の生活環境の整備を促進することにもつながるものである。

期待される効果

事業イメージ・具体例

内閣府（防災）

調査・ヒアリングによる実態把握

報告書の作成、公表

都道府県・市町村等の取組促進



○災害救助法（昭和22年法律第118号）の救助に関し、被災自治体への
応援職員の派遣を実施する各自治体から、効率化に資する取組を進め
るためにはシステム開発が必要であるとの意見が多数あり、システム
の整備に向けた検討等を実施し、令和４年度において、求償手続きの
効率化・簡素化のための方策を調査し、基礎となる課題の抽出を行っ
ている。

〇令和５年度は、令和４年度の調査結果を踏まえ、システム開発等に必
要な機能や要求をわかりやすくまとめる。併せて、救助法に基づく救
助において、民間団体・企業・NPO等に委託した事例を収集し、救助
実施主体である都道府県等に対し横展開を図る。

災害救助法に基づく救助費用の求償手続きの効率化に関する調査業務

5年度概算要求額 24百万円（新規）

＜うち重要政策推進枠２４百万円＞

事業概要・目的

○応援自治体と被災自治体の双方の事務負担の軽減が図られる。

期待される効果

事業イメージ・具体例

要件定義（※）等の基礎となる課題の抽出（令和４年度実施調査案件）

〇救助費用の求償手続きの効率化に向けた
システムの整備のための「要件定義」

〇救助法に基づく救助において、民間団
体・企業等に委託した事例の収集

実務者会議及び全国知事会
との間で開催する「救助の
基準関する意見交換会」で
合意を図る

令和５年度実施内容

※要件定義とは、システム開発において、どのような機能をどのように実現するかをわかりやすくまとめ定義することをいう。



〇罹災証明書は、各種支援策の判断材料として活用されるため、その前提と

なる住家の被害認定調査から罹災証明書の交付までの一連の業務は、発災

後速やかに実施する必要がある。

〇内閣府防災では、豪雨災害に伴う被害認定調査業務において、河川の氾濫

などにより外力による一定の被害が生じた住家には、浸水深による簡易な

判定を可能とするなど、その効率化・迅速化に取り組んできた。

〇一方で、局地的な豪雨などにより、外力による一定の被害が生じない内水

氾濫も頻発しているため、内水氾濫による被災住家についても、簡易な判

定の導入に関する課題や手法等を調査・分析し、被害認定業務の更なる効

率化・迅速化を図る。

被災者支援・復興対策の推進①
(災害の被害認定基準等の適正な運用の確保経費)

５年度概算要求額 １３百万円（１４百万円）

事業概要・目的

〇内水氾濫の被害を受けた住家について、過去の被害認定調査の実績などを

調査・分析し、簡易な認定手法の検討を行い、自治体へ周知する。

【事業イメージ】

・近年、内水氾濫による住家被害が発生した自治体から、被害認定調査の事

例を収集し、被害程度の傾向や簡易な判定手法などの調査・分析を踏まえ、

実施体制の手引き等を改定、自治体に周知する。

・全国の調査員の能力向上を図るため、改定した手引きや過去の事例などを

基に、各種災害に応じた適切な演習問題等を作成し、自治体への説明会等

で活用する。

事業イメージ・具体例

〇各種災害発生時に市町村が適正かつ迅速に被害認定調査及び罹災証明書の

交付を実施できるようにすることで、各種支援策を円滑に進めることがで

きる。

期待される効果



○ 今後発生が予想される大規模災害に備え、地方公共団体による迅速かつ円滑
な復旧・復興を図るため、以下の調査・検討等を行う。

【復旧・復興対策の取組事例調査や新たな調査手法の構築検討】
復旧・復興に係る施策や過去の災害の具体的な取組事例を「復旧・復興ハン

ドブック」・「災害復興対策事例集」としてとりまとめ、地方公共団体に周知
しているところ。
地方公共団体の復旧・復興対策がより迅速かつ円滑に取組むことができるよ

う、近年の大規模災害における復旧・復興への取組事例等を分析し、災害で得
られた教訓と有効な事前対策等を取りまとめる。また、地方公共団体のニーズ
調査結果を踏まえ、ハンドブック・事例集の構成等を見直し、地方公共団体へ
周知等を行う。

○ 被災者支援を円滑に進めるため、以下の調査・検討等を行う。
【被災者生活再建支援法関連調査】

各年度の災害により被災された世帯に対して、被災世帯の生活再建実態等を
調査することにより、制度の運用に関する課題等を検証するものであり、毎年
度継続的に調査することが必要（災害の種類、被災規模、地域等は個別の災害
ごとに異なり、調査の対象、生活再建実態等も異なることから、毎年度調査し、
課題を把握・検証することが重要）である。

被災者支援・復興対策の推進②
(復興施策の調査、被災者生活再建支援法関連調査経費)

5年度概算要求額 15百万円（20百万円）

事業概要・目的

○ 地方公共団体における復旧・復興への迅速かつ円滑な取組に寄与する。

○ 現行法の課題等を整理・検討することにより、今後の被災者支援施策の企

画・立案に活用することができる。

期待される効果

○ 近年日本各地で発生した大規模災害からの復旧・復興への取組事例の分析等

を通じ、災害から得られた教訓と有効な事前対策等を調査する。また、地方公

共団体に対しハンドブック・事例集に関するニーズ調査等を実施し、より効果

的に活用できる構成等に見直すための検討を行う。

○ 制度の適用状況、支援対象、負担のあり方、被災世帯の生活再建実態等に関

して、アンケートを実施し、問題点の有無を検証する。

事業イメージ・具体例



〇近年、各地で地震や水害等による甚大な被害が発生している。被災さ

れた地方自治体からは、復旧・復興に迅速に取り組むため、激甚災害

に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150

号）に基づく激甚災害指定の早期化を強く望まれている。

〇激甚災害の指定には被害額の把握が必要となるため、速やかな把握が

可能となるよう新たな調査手法の構築に向けて検討を行うもの。

激甚災害の指定見込みを速やかに行うための
IT技術等活用方法の調査検討の推進

５年度概算要求額 3５百万円（新規）

＜うち重要政策推進枠３５百万円＞

事業概要・目的

○新たな調査手法の構築によって、被害状況の把握が速やかに実施出来
れば、基準に達した場合の指定見込みの早期公表が可能となり、被災
された地方自治体が財政面に不安なく、迅速に復旧・復興に取り組む
ことができる。

期待される効果

〇災害発生前後の人工衛星画像の分析等をもとに被害程度を把握する手
法について検討する。

○過去の被災事例から、被害程度と被害額の関係を解析し、被災した公
共土木施設や農地・農業用施設等の被害額を推定する手法について検
討する。

事業イメージ・具体例



特定地震防災対策施設の運営に要する経費
５年度概算要求額 ２５１百万円（２５１百万円）

○事業概要
阪神・淡路大震災をはじめとした国内外の地震災害の経験や教訓などに関する
震災関連資料の収集・展示及び体験・学習並びに地震防災の調査研究及び専門
家の育成等の事業を行う特定地震防災対策施設の運営費の２分の１を補助する。

○目的
大震災の経験を語り継ぎ、その教訓を未来に活かすために、防災の重要性の市
民への普及啓発、実践的な防災研究、災害対応の現地支援やネットワークの形
成等を通じて、
・地域防災力の向上
・防災政策の開発支援
・災害対策の発信拠点の形成
等を図る特定地震防災対策施設の活動を推進する。

事業概要・目的

○特定地震防災対策施設の円滑かつ安定した運営により、地震防災対策の向上に
資する。

期待される効果

○展示
被災者・市民・ボランティア等と協力・連携し、阪神・淡路大震災の経験・教
訓を、特に子供等に向けて情報発信する。

○実践的な防災研究と若手防災専門家の育成
防災施策や災害対策の立案・推進に資する実践的な防災研究を実施し、学術的
価値の確立を先導する。

○災害対応の現地支援
大規模災害時に災害対応の実践的・体系的な知識を有する人材を被災地に派遣
する。

○交流・ネットワーク
防災に関する行政実務者、研究者等、多様なネットワークを形成する。

○災害対策専門職員の育成
地方公共団体の防災担当職員等への研修等によって、災害対策実務の中核を担
う人材を育成する。

○資料収集・保存
大震災の資料を継続的に収集・蓄積し、防災情報を整理・発信する。

事業イメージ・具体例



国際関係経費
５年度概算要求額 ２３２百万円（２３１百万円）

＜うち重要政策推進枠１７百万円＞

事業概要・目的

◯ 「仙台防災枠組」の普及･定着により、アジアをはじめとする各国における本枠組の着

実な実施が推進され、世界の災害被害の軽減が図られる。

◯ 我が国企業の防災インフラの海外展開の機会が増進される。

期待される効果

◯ 世界ではアジアを中心に大きな災害被害が毎年のように発生
災害被害の軽減は、国際社会の共通の重要課題

◯ 第３回国連防災世界会議で策定された「仙台防災枠組2015－2030」が各国において
着実に実施されることが重要。

【背景】

◯ 「仙台防災枠組」の国内外における普及･定着を図るため､我が国の災害から
得られた経験･知見･技術を活かし､

１．我が国企業の海外展開支援に資する戦略的な国際防災協力の展開
２．「仙台防災枠組」推進のための国連防災機関を通じた国際防災協力
３．アジア地域における多国間防災協力 等 を推進する。

【目的・事業概要】

（１）国際経済活動における戦略的な防災分野への投資推進

• 我が国企業の防災インフラの海外展開を促進するため、我が国の防災分野の知見

（防災技術・ノウハウ等）を戦略的に発信する。

（２）「仙台防災枠組」推進のための国連防災機関の活動支援等

• 「仙台防災枠組」の推進のため、国連防災機関（UNDRR）が実施する全世界を対象

とした「仙台防災枠組」の推進活動を支援する。

（３）アジア地域における多国間防災協力の推進

• アジア地域における、防災情報の収集・提供、人材育成、「世界津波の日」を含む津

波防災の意識啓発等の活動を支援する。

（４）国際復興支援プラットフォーム（IRP）の活動支援

• IRPの活動を通じて、各国の災害復興に関する経験や教訓、「より良い復興」に関す

る優良事例等を収集し、国際社会で広く共有する会議を開催する。

（５）国際防災会議等への出席

• 国際防災会議等に出席し、我が国の知見を発信する。

（６）ASEANとの防災協力の推進

• 日ASEAN防災行動計画の実行に向けて、我が国の技術・ノウハウのPR、相手国の

ニーズを踏まえた提案の検討を行い、我が国企業の海外展開を促進する。

事業イメージ・具体例



災 害 救 助 費 等 負 担 金

被災都道府県の財政力に対する救助に要した費用の割合に応じ、
５割から約９割を国庫負担する。

① 収入見込額の２／１００以下の部分 →  ５０／１００
② 収入見込額の２／１００超４／１００以下の部分 → ８０／１００
③ 収入見込額の４／１００超の部分 →  ９０／１００

普通税収入見込額の割合 国庫負担割合

○ 避難所の設置
○ 応急仮設住宅の供与
○ 食品の給与
○ 飲料水の供給
○ 生活必需品の給与･貸与
○ 医療･助産

○ 被災者の救出
○ 住宅の応急修理
○ 学用品の給与
○ 埋葬
○ 遺体の捜索･処理
○ 障害物の除去

5 年 度 概 算 要 求 額 2 , 8 4 0百万円（ 2 , 8 4 0 百 万 円 ）

一定規模以上の災害が発生した場合、都道府県知事等が災害
救助法に基づき、被災者に対して行った応急救助に要した費用
について負担を行う。
また、大規模な災害の発生のおそれのある段階において、国

が災害対策本部を設置する場合、広域避難等の実施に必要とな
る避難所の供与等の救助に要した費用について負担を行う。
さらに、災害救助における住居への緊急措置の充実を図る。

○ 国庫負担割合

災害救助費負担金

○ 災害救助法に基づく救助

※復興庁一括計上（東日本大震災復興特別会計）として、別途666百万円（708百万円）を要求。



災 害 弔 慰 金 等 負 担 金

５ 年 度 概 算 要 求 額 1 4 0百万円 （ 1 4 0 百 万 円 ）

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づ
き、市町村が、自然災害で死亡した者の遺族に対して災害弔慰金を、
又は重度の障害を負った者に対して災害障害見舞金を支給した場合、
国が１／２を（都道府県１／４･市町村１／４）負担する。

① 配偶者、子、父母、孫、祖父母
② 上記①の遺族がいない場合に兄弟姉妹（死亡当時その者と同居し、
又は生計を同じくしていた者に限る。）

１ 災害弔慰金

○ 支給対象遺族

○ 支 給 金 額

① 支給遺族の生計維持者が死亡した場合 5 0 0万円
② その他の者が死亡した場合 2 5 0万円

２ 災害障害見舞金

○ 支給対象者

重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等）を
受けた者

① 生計維持者 2 5 0万円
② その他の者 1 2 5万円

○ 支 給 金 額

【参考】復興庁一括計上分（東日本大震災関係）
令和５年度概算要求額 40百万円 （45百万円）



災 害 援 護 貸 付 金

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）
に基づき、市町村が、都道府県内で災害救助法が適用された
自然災害で負傷又は 住家･家財に被害があった者に対して、
災害援護資金を貸し付けた場合に、国がその原資の一部を無
利子で貸し付ける。

① 貸付金額 被害状況に応じて 1 5 0万円 ～ 最高 3 5 0万円

② 所得制限 例）住居が滅失した場合 1 , 2 7 0万円
（市町村民税の前年度総所得金額）

③ 利 率 年３％以内で条例で定める率
(据置期間中は無利子）

④ 据置期間 ３年（特別の場合５年）

⑤ 償還期間 1 0年（据置期間を含む）

⑥ 償還方法 年賦、半年賦又は月賦

⑦ 貸付原資 国 ２／３ 都道府県･指定都市 １／３

○ 制度概要

５ 年 度 概 算 要 求 額 1 5 0百万円 （ 1 5 0 百 万 円 ）

【参考】復興庁一括計上分（東日本大震災関係）
令和５年度概算要求額 ２２百万円 （３４百万円）



被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）に基づき、自然災害により生活基盤
に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援法人が支給する支援金の１／２
に相当する額を補助する。

【目的】 自然災害を受けた被災者の生活の再建を支援し、もって住民の生活の
安定と被災地の速やかな復興に資する。

被災者生活再建支援法（平成１０年制定）

○全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金（注）を活用し、住宅が全壊した世帯
等に対して最大300万円までの被災者生活再建支援金を支給

○国は支給される被災者生活再建支援金のうち１／２を補助

（参考） 被災者生活再建支援金支給制度の仕組み

都道府県 国

被災者

相互扶助の観点から
基金拠出事務委託

被災者生活再建
支援法人

（都道府県の拠出による基金を運営）

補助金交付
（支援金の１／２補助）

申 請
（市町村・都道府県
経由）

支援金の支給（基金及び国の補助金から）

被災者生活再建支援金補助金

５年度概算要求額 ６００百万円（６００百万円）

※復興庁一括計上（東日本大震災復興特別会計）として、別途2,038百万円（2,538百万円）を要求。
（補助率は４／５）



令和５年度内閣府防災部門

税制改正要望事項 



令和５年度税制改正要望事項 

 

 

① 地震防災対策用資産に係る課税標準の特例措置の延長 [延長]  

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

背景・目的 

地震による甚大な被害を防止・軽減するためには、行政だけでなく事業者、

地域住民等を巻き込んだ総合的な地震防災対策を強力に推進することが必要

である。そのため、各地の事業者が緊急地震速報受信装置等を整備すること

を通じて、事業者自体により、その被害の軽減を図ることが重要である。 

特に、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、令和３年 12 月に科

学的に想定される最大クラスの地震を想定した被害想定が公表されるととも

に、令和４年５月には、当該被害想定等を踏まえ、日本海溝・千島海溝地震

特措法が改正されたことや、これに伴い同地震の防災対策を推進すべき地域

が拡大される見込みであることに鑑みれば、同地域においても引き続き特例

措置を適用し緊急地震速報受信装置等の設置を促すことを通じて、より一層

地震防災対策を推進する必要がある。 

 

 

 

現行制度の概要 

南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防

災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域内の不特定多数の者が利用す

る施設等、地震防災上の措置が必要な施設・事業等の管理・運営を行う個人・

法人が、緊急地震速報受信装置等の地震防災対策用資産を取得した場合の固

定資産税の課税標準を 2/3 とする。 

 

 

 

要望内容 

適用期限を３年間延長し、令和８年３月 31日までとする。 

 

 

＜国土交通省（気象庁）と共同要望＞ 
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② 鉄道の耐震対策に係る特例措置の見直し［その他］ 

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

背景・目的 

首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震の切迫性が高まる中、令和

４年３月に発生した福島県沖を震源とする地震による被害を踏まえ、鉄道施

設の耐震対策を推進することで、地震時において、鉄道利用者の安全確保等

を図る。 

 

 

現行制度の概要 

首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等におい

て耐震対策により取得した以下の鉄道施設に対する固定資産税の課税標準を

取得後５年間２／３とする。 

  ○緊急輸送道路と交差・並走する線区における 

・耐震対策を実施した橋りょう、トンネル 

  ○１日当たりの平均片道断面輸送量が１万人以上の線区における 

・ロッキング橋脚を有する橋りょう 

 

 

要望内容 

以下の通り、対象施設を見直した上で特例措置を２年間延長し、令和７年

３月 31 日までとする。 

 

（見直し後の対象施設） 

首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等にお

いて、曲げせん断破壊による損傷を防止することを目的とした耐震対策に

より取得した以下の施設。 

・１日当たりの平均片道断面輸送量が１万人以上の線区において、鉄道施

設総合安全対策事業に係る補助金を受けて取得したラーメン橋台 

 

 

＜国土交通省と共同要望＞（内閣府は従要望） 
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③ 耐震改修が行われた耐震診断義務付け対象建築物に係る税額の減額措置

の延長 [延長]  

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

背景・目的 

切迫する南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下

地震等の発生を見据え、地震による人命・財産の被害の防止のため、既存建

築物の耐震化は喫緊の課題である一方、多額の費用負担を要する耐震改修が

着実に実施されるよう、予算措置と相まって、改修に係る税制支援が必要で

ある。 

 

現行制度の概要 

耐震診断義務付け対象建築物で耐震診断結果が報告されたもののうち、政

府の補助を受けて耐震改修工事を完了したものについて、工事完了の翌年度

から２年間、税額を 1/2減額（改修工事費の 2.5％を限度）する。 

 

 

要望内容 

 適用期限を３年間延長し、令和８年３月 31 日までとする。 

 

 

＜国土交通省と共同要望＞（内閣府は従要望）  
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④ 浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長[延長]  

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

背景・目的 

近年、集中豪雨等による浸水被害が多発しており、特に地下街等は、浸水

スピードが速く閉鎖的であり、人命に対するリスクが大きく、浸水が発生し

た場合、都市・経済活動が機能不全に陥るリスクもあるため、避難確保や浸

水防止を図ることが不可欠である。したがって、地下街等については、避難

確保を図るための取組みだけでなく、浸水そのものの防止を図る取組みを推

進することによって、人命を守り、都市機能・経済活動の継続性を確保する

ことが求められている。 

防水板、排水ポンプ等の浸水防止用設備は、平時においては利用されず、

初期投資やその後の維持管理コストもかかるため、導入に対して負担感が大

きいものであるが、浸水防止効果が高く、上記の政策目的を達成する上で必

要不可欠なものであるため、速やかに導入を促す必要がある。したがって、

引き続き洪水等に対応した浸水防止用設備の導入を促すために本特例措置を

延長する必要がある。 

 

 

現行制度の概要 

 洪水・雨水出水・高潮浸水想定区域内に位置する地下街等の所有者又は管

理者が、水防法に規定する避難確保・浸水防止計画に基づき取得した浸水防

止用設備（防水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機）に係る固定資

産税について、最初の５年間、価格に３分の２を参酌して２分の１以上６分

の５以下の範囲内で市町村の条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準と

する。 

 

 

要望内容 

 適用期限を３年間（令和８年３月 31 日まで）延長する。 

 

 

＜国土交通省と共同要望＞（内閣府は従要望） 
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⑤ 港湾の耐震対策に係る特例措置の延長 [延長]  

＜税目＞（国税）法人税（地方税）固定資産税 

 

背景・目的 

総力を挙げて非常災害時の港湾機能の確保に向けた取組を行っている中、

港湾の護岸等については、その約４分の１は民有の施設が占めており、老朽

化により耐震性が不足し、更新が必要なものが急増している。 

東日本大震災時には、鹿島港において民間事業者が所有する護岸等が損壊

し土砂が航路に流入したことにより、緊急物資輸送船が一時入港不可能とな

る事態が生じた。このような事態の発生を防ぐためには、非常災害時に船舶

交通に支障を及ぼすおそれのある民有の護岸等の耐震性を確保する必要があ

り、そのための改修の実施を事業者に促していくことが重要である。 

一方で、護岸等の耐震改修の実施には多額の資金が必要となることから、

これまで無利子貸付制度等の措置（平成 26年度～）を講じてきたところであ

るが、経営環境の厳しい民間事業者は、収益に直接結びつかない護岸等の耐

震性調査や耐震改修には踏み切れない状況にある。 

この点、本特例措置があることによって前向きに耐震改修の検討を行って

いるとの事業者の声も挙がっており、耐震改修を促進していくためには、改

修に係る初期投資の負担軽減及び改修した施設の保有コストの低減というイ

ンセンティブを付与する本特例措置の延長が必要不可欠である。 

 

現行制度の概要 

【法人税】全国の港湾において、令和２年３月 31日までに耐震性に係る点検

結果の報告を行い、当該報告を行った日から３年以内に改修等の工事を完了

した特定技術基準対象施設（護岸・岸壁・桟橋）について、取得価額の 22%

（※１）または 18%の特別償却ができる。 

※１ 港湾区域が緊急確保航路の区域に隣接する港湾に存する施設 

 

【固定資産税】南海トラフ地震防災対策推進地域、首都直下地震緊急対策区

域、又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、国

の無利子貸付を受けて改良された特別特定技術基準対象施設（護岸・岸壁・

物揚場）に対する固定資産税の課税標準を最初の５年間、次の通りとする。 

 （イ）１／２（※２） 

 （ロ）（イ）以外の施設 ５／６ 

※２ 港湾区域が緊急確保航路又は開発保全航路の区域に隣接する港湾に存

する施設 

 

要望内容 

 現行の措置を３年間（令和５年４月１日～令和８年３月 31 日）延長する。 

＜国土交通省と共同要望＞（内閣府は従要望） 
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⑥ 熊本地震、平成 30年７月豪雨及び令和２年７月豪雨に係る被災住宅用地

等に係る課税標準の特例措置及び被災代替家屋に係る税額の特例措置の

拡充 [拡充]  

＜税目＞（地方税）固定資産税、都市計画税 

 

 

背景・目的 

熊本地震、平成 30 年７月豪雨及び令和２年７月豪雨の被災地においては、 

土地区画整理事業の未了等のやむを得ない事情により、現行の特例措置の適

用期限である令和４年度中に住宅再建が完了しない見込みの被災者が存在す

るため、令和５年度以降の住宅再建を目指す被災者についても、引き続きそ

の負担の軽減を図る必要がある。 

 

現行制度の概要 

○ 被災住宅用地等に係る課税標準の特例措置 

 住宅が震災等の事由により滅失・損壊した土地について、当該土地が住宅

用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、被災後

２年度の間、固定資産税及び都市計画税を以下の通り減額する。 

固定資産税：課税標準を 1/6（200 ㎡以下）、1/3（200 ㎡超） 

都市計画税：課税標準を 1/3（200 ㎡以下）、2/3（200 ㎡超） 

 

○ 被災代替家屋に係る税額の特例措置 

 震災等の事由により滅失・損壊した家屋の所有者が被災後４年度までに、

当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得等した場合における当

該家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額を、取得等後４年度分につき

1/2に減額する。 

 

 

要望内容 

熊本地震、平成 30年７月豪雨及び令和２年７月豪雨について、被災住宅用地

等に係る課税標準の特例措置及び被災代替家屋に係る税額の特例措置を２年

間延長する拡充を行う。 

 

 

＜国土交通省と共同要望＞（内閣府は従要望） 
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⑦ 熊本地震における被災代替償却資産に係る固定資産税の特例措置の廃止 

[廃止]  

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

現行制度の概要 

 平成 28 年の熊本地震により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして、

被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内で令和５年３月 31 日ま

での間に取得または改良する償却資産に係る固定資産税について、２分の１

に減額する。 

 

 

要望内容 

固定資産税の特例措置について、期限の延長をしない。 

 

 

＜経済産業省と共同要望＞（内閣府は従要望） 
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⑧ 平成 30年７月豪雨における被災代替償却資産に係る固定資産税の特例措

置の拡充 [拡充]  

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

背景・目的 

平成 30 年７月豪雨については、償却資産を失った被災者が未だ事業再開

が出来ない場合や事業の一部を再開したものの被災前の状況に戻っていない

場合があり、令和５年度以降も本格的な事業再開に向けた償却資産の取得が

一定程度想定されている。こうした中、平成 30 年７月豪雨の被災地では本特

例が今年度で適用期限を迎えるが、当該制度を延長しない場合、事業再建が

遅れることが懸念されることから、引き続き税制上の優遇措置を講じる必要

性がある。 

 

 

現行制度の概要 

震災等により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして、被災者生活再

建支援法が適用された市町村の区域内で取得または改良する償却資産に係る

固定資産税について、４年間にわたり２分の１に減額する措置を、震災等が

発生した年から４年を経過する年の３月３１日までの間に取得したものに限

り講ずる。 

 

 

要望内容 

平成 30 年７月豪雨においては、「震災等発生から４年を経過する年の３月

31日までの期間」について、２年間適用期限の延長を行い、令和７年３月 31

日までの期限とする。（令和６年度末まで） 

 

 

＜経済産業省と共同要望＞（内閣府は従要望） 
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令和５年度内閣府防災部門

機構・定員要求事項 



令和５年度 内閣府防災の主な機構・定員要求 

令 和 ４ 年 ８ 月

機構要求 

○防災対策

 被災者支援に関する官民連携推進体制の整備
企画官（１）の新設

※新設に係る振替財源は検討中。

定員要求 

○防災対策

所要の体制整備のために４人の増員を要求。

以上 
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郵便番号 １００－８９１４ 
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内閣府政策統括官（防災担当） 
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